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【手続補正書】
【提出日】平成20年10月15日(2008.10.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心臓を治療するためのシステムであって、
　患者の心臓の少なくとも一部に概ね追従するように構成された心臓ハーネスと、
　前記心臓ハーネスに関連付けられている、心臓の外側表面の近傍に配置されるように構
成された少なくとも一つの電極と、
　心臓の表面に取り付けられるように構成された少なくとも一つの心外膜導線と、
　前記少なくとも一つの電極および前記少なくとも一つの心外膜導線に接続されるように
構成された電力源と、を備え、
　前記心臓ハーネスが最小限に侵襲的に供給されるように構成されていることを特徴とす
るシステム。
【請求項２】
　前記心臓ハーネスが誘電材料で覆われていることを特徴とする請求項１に記載したシス
テム。
【請求項３】
　前記少なくとも一つの心外膜導線が、心臓の表面内にねじ込まれるように構成された螺
旋状の端部を有していることを特徴とする請求項１に記載したシステム。
【請求項４】
　前記少なくとも一つの心外膜導線が心臓の表面に縫合されるように構成されていること
を特徴とする請求項１に記載したシステム。
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【請求項５】
　前記少なくとも一つの心外膜導線が、心臓の表面を貫通しないように構成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載したシステム。
【請求項６】
　前記少なくとも一つの心外膜導線が、心臓の心室の先端領域に取り付けられるように構
成されていることを特徴とする請求項１に記載したシステム。
【請求項７】
　前記少なくとも一つの心外膜導線が、心臓をペーシングするためのペーシング電極を有
していることを特徴とする請求項１に記載したシステム。
【請求項８】
　前記少なくとも一つの心外膜導線が、心臓をペーシングしかつ検知するためのペーシン
グ／検知電極を有していることを特徴とする請求項１に記載したシステム。
【請求項９】
　前記少なくとも一つの電極が、心臓に対して除細動処置を施すための細動除去電極であ
ることを特徴とする請求項１に記載したシステム。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つの電極が、心臓ハーネスから前記電力源へと延び導線を有している
ことを特徴とする請求項１に記載したシステム。
【請求項１１】
　心臓を治療するためのシステムであって、
　患者の心臓の少なくとも一部に概ね追従するように構成されるとともに、少なくとも部
分的に誘電材料で覆われている心臓ハーネスと、
　心臓の少なくとも一つの室の内側に配設されるように構成された少なくとも一つの経静
脈的な導線と、
　前記少なくとも一つの経静脈的な導線に接続されるように構成された電力源と、を備え
、
　前記心臓ハーネスが最小限に侵襲的に供給されるように構成されていることを特徴とす
るシステム。
【請求項１２】
　前記心臓ハーネスに関連付けられている、心臓の外側表面の近傍に配置されるように構
成された少なくとも一つの電極をさらに備えることを特徴とする請求項１１に記載したシ
ステム。
【請求項１３】
　前記少なくとも一つの電極が、心臓に対して除細動ショックを与えるための細動除去電
極であることを特徴とする請求項１２に記載したシステム。
【請求項１４】
　前記少なくとも一つの電極が、前記心臓ハーネスから前記電力源へと延びる導線を有し
ていることを特徴とする請求項１２に記載したシステム。
【請求項１５】
　前記少なくとも一つの経静脈的な導線が、心臓をペーシングするためのペーシング電極
を具備していることを特徴とする請求項１１に記載したシステム。
【請求項１６】
　前記少なくとも一つの経静脈的な導線が、心臓をペーシングしかつ検知するためのペー
シング／検知電極を具備していることを特徴とする請求項１１に記載したシステム。
【請求項１７】
　前記少なくとも一つの経静脈的な導線が、心臓の右心室の内側に配設されるように構成
されていることを特徴とする請求項１１に記載したシステム。
【請求項１８】
　前記少なくとも一つの経静脈的な導線が、心臓の右心房の内側に配設されるように構成
されていることを特徴とする請求項１１に記載したシステム。



(3) JP 2008-529593 A5 2008.12.4

【請求項１９】
　前記少なくとも一つの経静脈的な導線が心臓の右心室の内側に配設されるように構成さ
れ、
　前記少なくとも一つの経静脈的な導線が心臓の右心房の内側に配設されるように構成さ
れていることを特徴とする請求項１１に記載したシステム。
【請求項２０】
　前記電力源が、筋肉下の左胸ポケット内に配設されるように構成されていることを特徴
とする請求項１１に記載したシステム。
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